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 職員が仕事と子育てを両立させることができ、その能力を十分に発揮できる環境を整備

するため、次のように行動計画を策定する。 

 

1. 計画期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日 

 

2. 内容 

 

目 標  男性の子育て目的の休暇の取得を促進します。 

 

〈 対 策 〉 

  令和２年４月～   育児休業制度の規程やパンフレット等を見やすいところに設置

するなど、男性職員が積極的に子供と過すための休暇を取得し

やすい環境づくりに取り組む。 

 

 

  目 標  育児休業者の代替要員を確保し、育児休業が取得しやすい職場環

境づくりを進めます。 

 

 〈 対 策 〉 

  令和２年４月～    育児休業中は代替要員（派遣含む）を早めに雇入れ、安心して

育児休業が取得できるようにする。 

 

 

  目 標  所定外労働が続く職員に対して週１回、ノー残業デーを設定し所

定外労働の削減を行います。 

 

  〈 対  策 〉 

   令和２年４月～   超過勤務や休日出勤が続く職員に対し業務繁忙期を除き、週１

回はノー残業デーを設定できるよう、業務の見直しを図ります。 


